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 組織の成立要件
組織成立の3条件

共通目的 （＝経営理念、ビジョン）
コミュニケーション（意思の伝達）
貢献意欲 （誘因≧貢献）

 組織を構成する要素は人間そのものではなく、
人間が提供する活動や力でありその誘因が必要である

経営にとって組織とは

共通目的

コミュニケーション貢献意欲
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医師の働き方改革に関する検討会
・・

中間的な論点整理
医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組

2021/11/6 3

2018年1月



１ 医師の労働時間の客観的な把握
２ ３６協定の自己点検
３ 既存の産業保健の仕組みの活用
４ タスク・シフティング（業務の移管）の推進
５ 女性医師等に対する支援
６ その他
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医療働き方改革 医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組
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合計 14.0%
管理的職業従事者 13.3%
専門的・技術的職業従事者 13.7%
研究者 11.2%
医師（歯科医師、獣医師を除く） 41.8%
看護師（准看護師を含む） 5.4%
教員 23.6%
事務従事者 7.1%
販売従事者 20.0%
サービス職業従事者 18.3%
生活衛生サービス職業従事者 35.1%
飲食物調理従事者 34.4%
保安職業従事者 18.5%
農林漁業従事者 18.7%
生産工程従事者 10.4%
輸送・機械運転従事者 30.8%
自動車運転従事者 39.9%
建設・採掘従事者 16.9%
運搬・清掃・包装等従事者 15.0%
分類不能の職業 17.2%

月間時間外労働 60時間超労働者の割合



換算）

病院勤務医の週勤務時間の区分別割合
（時間外月80・ 年960時間換算※休日込み（以下同じ））

（〃年1,440時間換算）

（〃年1,920時間換算）

（〃年2,400時間換算）

（〃年2,880時間

病院勤務医の週勤務時間の区分別割合

赤いグラフにおける分布の「上位10%」＝年1,904時間

病院勤務医の週
勤 務時間

「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」（平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び

働き方の意向等に関する調査研究」研究班）結果をもとに医政局医療経営支援課で作成。病院勤務の常勤医師の
み。勤務時間は「診療時間」「診療外時間」「待機時間」の合計。

病院勤務医の週勤 「病院勤務医の勤務実態に関する研究」（平成29年度厚生労働行政推進調査事業費「病院勤務医の勤務実態
務時間のうち「指 に関する調査研究」研究班）の集計結果から、「診療外時間」（教育、研究、学習、研修等）における上司
示のない時間」を 等からの指示（黙示的な指示を含む。）がない時間（調査票に「指示無」を記入）が4.4％であることを踏
削減した場合 まえ、上記「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」における個票の診療外時間より削減した。

＜集計・推計の前提＞

（％）
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Ｃ：一定の期
間集中的に技
能向上のため
の診療を必要
とする医師向
けの別の水準
※対象医療機関を
特定し、本人の申
し出に基づく。

医師の時間外労働規制について（案）

月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置（いわゆるﾄﾞｸﾀｰｽﾄｯﾌﾟ
）

Ｃ：一定の期
間集中的に技
能向上のため
の診療を必要
とする医師向
けの別の水準
※対象医療機関を
特定し、本人の申
し出に基づく。

Ｂ
：
地
域
医
療
確
保
暫
定

特
例
水
準(

医
療
機
関
を
特
定)

将来に向けて縮減方向

2024年４月～

年 960 時 間 ／
月100時間（例外あり）

※いずれも休日労働含む

年1,900～2,000時間／
月100時間（例外あり）

※いずれも休日労働含む

（原則）
１か月45時間
１年360時間

（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間
（休日労働含む）
・月100時間未満
（休日労働含む）

年間６か月まで

Ａ：診療従事勤務
医に2024年度以降
適用される水準

※実際に定める３６協定
の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。

連続勤務時間
制限28時間・
勤務間イン

ターバル９時
間の確保・代
償休暇のセッ
ト（義務）

連続勤務時間
制限28時間・
勤務間イン

ターバル９時
間の確保・代
償休暇のセッ
ト（義務）

Ａ：診療従事勤務
医に2024年度以降
適用される水準

一般則

年 960 時 間 ／
月100時間（例外あり）

※いずれも休日労働含む

※実際に定める３６協定
の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休暇
のセット

（義務）

連続勤務時間制限28時
間・勤務間インターバ
ル９時間の確保・代償
休暇のセット（努力義
務）

連続勤務時間制限28時
間・勤務間インターバ
ル９時間の確保・代償
休暇のセット（努力義
務）

【

追
加
的
健
康
確
保
措
置】

時
間
外
労
働
の
上
限

将来
（暫定特例水準の解消（＝2035年度末）後）

年□□□時間／月100時間（例外あり）

※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向
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医師の働き方改革に関する具体的取組み



医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組の概要

産業保健の
仕組みの活用

医療機関の
状況に応じ た
医師の労働時間

短縮に向けた取組

勤務医を雇用する個々の
医療機関が自らの状況を踏ま
え、できることから自主的な

取組を進めることが重要。

考
え
方

医師の労働時間短縮に

向けて国民の理解を適切に求め
る周知の具体的枠組みに
ついて、早急な検討が必要。

医療機関における経営の

立場、個々の医療現場の責任
者・指導者の立場の医師の

主体的な取組を支援。

まずは医師の在院時間について、客観的な把握を行う。
ICカード、タイムカード等が導入されていない場合でも、出退勤時間の記録を 上司が
確認する等、在院時間を的確に把握する。

３６協定の定めなく、又は定めを超えて時間外労働をさせていないか確認する。

医師を含む自機関の医療従事者とともに、３６協定で定める時間外労働時間数につ
いて自己点検を行い、必要に応じて見直す。

労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等を活用し、長時間勤務となって
い る医師、診療科等ごとに対応方策について個別に議論する。

点滴に係る業務、診断書等の代行入力の業務等については、平成19年通知（※）

等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、原則医師以外の職種により分担して

実施し、医師の負担を軽減する。

特定行為研修の受講の推進とともに、研修を修了した看護師が適切に役割を果た
せる業務分担を具体的に検討することが望ましい。

全ての医療機関において取り組むことを基本とする１～５のほか、各医療機関の状
況に応じ、勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等を行わないこと、当直明け
の勤務負担の緩和（連続勤務時間数を考慮した退勤時刻の設定）、勤務間イン

ターバルの設定、複数主治医制の導入等について積極的な検討・導入に努める。

行
政
の

支
援
等

厚生労働省による好事例の積極的な情報発信、医療機関への財政的支援、医療勤務環境改善支援センターに
よる相談支援等の充実 等

短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進するなどきめ細やかな支援を行う。

※

勤
務
医
を
雇
用
す
る
医
療
機
関
に
お
け
る
取
組
項
目

１
～
３
に
つ
い
て
は
現
行
の
労
働
法
制
に
よ
り
当
然
求
め
ら
れ
る
事
項
も

含

ん
で
お
り
、
改
め
て
、
全
医
療
機
関
に
お
い
て
着
実
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
。

１ 医師の労働時間
管理適正化に

向けた取組

２ ３ ６ 協定等の
自己点検

３

４ タ ス ク ・ シ テ ィ ン
グ （ 業務の移管） の

推進

５ 女性医師等の支援

６

※「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分
担の推進について」（平成19年12月28日医政発1228001号）
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医師の労働時間短縮に向けた緊急的取組の概要



 「出勤簿・管理簿」との回答が過半数を占める。
 「労働時間を管理していない」が16.2%見られた
 「労働時間を管理していない」の回答者は勤務環境に不満を感じている。

医療勤務時間短縮計画の策定を支援
26

労働時間の管理方法



診療のプロセスにおける役割分担
 検査指示や検査オーダー、代行入力、検査実施、薬剤投与、（検査・治療などの）準備などの用語を用いて医療行為を説明する際、説明を受けるものに

よって、行為の範囲（イメージ）にバラツキが生じることがあるため、一般的な診療の流れを整理したもの
 検査や処置の内容に応じて実施の前までに医師が確認すべき事項もあることに留意

医師以外の
者(看護師
や医師事務
作業補助者
等）が電子
カルテへ指示
を代行入力
（代行オー
ダー）

・造影剤の用意、
自動注入装置の
用意
・生理検査装置の
装着
・血液検査に使用
する採血管の用意

など

【上記は医行為で
はないため、資格を
有しない者でも可
能な行為である】

医師以外の
者(看護師
等)による問
診や医師事
務作業補
助者による
予診
＊

＊予診︓医師が診察をする前に、
診察する医師以外の者が予備
的に患者の病歴や症状などを聞
いておくこと（定型の予診票等を
用いて機械的に事実を聞くだけ
の場合もあり、この場合は必ずし
も専門職としての知識が必要と
なるものではない）

＊問診︓医師もしくは医療専門
職種が診断の手がかりを得るた め
、若しくは自らの職種の能力を 活
かし患者の状態等の評価を 行う
ため、患者に病状や既往歴、 家
族歴などを聞くこと（患者との 対
話によって質問を行うなど、専 門
職としての知識が必要）

○処置の実施
○投薬の実施
○点滴の実施
○注射の実施
○リハビリの実施
など

・医師からの指
示に基づき、処
置・投薬・点滴/ 
注射を看護師
等が実施する

医師以外の
者(看護師
や医師事務
作業補助者
等）が電子
カルテへ指示
を代行入力
（代行オー
ダー）

治療

※
検
査
指
示

※電子カルテに検査指示
直接入力

検査準備

※電子カルテに治療指示
直接入力

・投薬指示(処方)
・点滴/注射指示
・処置指示
・リハビリ指示

口頭による治療指
示又は、電子カル
テに指示入力

※
治
療
指
示

○放射線検査
○生理検査
○血液検査など

検査実施
・薬剤を投与(注射
器などで注入)する
ために、診療材料 (
シリンジや注射針) 
を準備して、投与
薬剤をシリンジに充
填する行為。
・診療材料を開封
して、準備する
など

【上記は医行為で
はないため、資格を
有しない者でも可
能な行為であるが、
最終的に体内に薬
剤が注入されるため、
医療安全上、注入
される薬剤等に精 通
している者が実
施又は確認すること
が望ましい。清潔野
での清潔診療材料
の開封行為などにつ
いては、清潔管理
を十分研修した上
で資格を有しない
者が行っても差し支
えない。 】

治療準備

・放射線検査指示
・検体検査指示
・生理検査指示

口頭による検査指示
又は、電子カルテに

指示入力

診
察

診
断

報
告

医
師
の
み
が
実
施
す
る
も
の

タ
ス
ク
・
シ
フ
ト
／
シ
ェ
ア
可
能
な
も
の

※実際の医療現場においては、検査や治療の侵襲性や安全性などを
十分に勘案し、必要に応じて業務毎に実施前の医師の入力確認
をルール化する等の運用が必要。
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事例

2021/11/6



★責任体制の充実が求められる
 責任と権限が明確でなく、個人任せの部分がある
 ポストの位置づけが不明確でその結果、職務範疇がよくわからない

★組織体制の整備が急がれる
 院長を補完する組織体制が不十分である
 事務部で他部署の業務改善をリードしてほしい

★管理体制
 中途入職の管理職が過去の経験で管理を実施
 業務においてマイノリティルールが一部に見受けられる

★業務の連絡システムが不十分
★人材育成

 職員を大切にする風土が醸成できていない
 中間管理者の育成が不十分である
 新人が適切な育成もされずにリーダークラスに配置されている
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課題



中間とりまとめ（案）
2020年12月14日

第11回
医師の働き方改革の推進に関する検討会



2024年４月までの見通し（実施主体について）

医療機関／国・都道府県

医療機関

医療機関

医療機関
相談支援：都道府県（医療勤務環境改善支援センター）

国レベル
を想定

医療機関

都道府県から独立

履行確保：都道府県

労
務
管
理
の
適
正
化
・

タ
ス
ク
シ
フ
ト
／
シ
ェ
ア
の
推
進
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各水準の指定と適用を受ける医師について

医療機関

Ａ水準の業務に
従事する医師

Ｂ水準の業務に
従事し、長時間労働が

必要となる医師

長時間、集中的に経験を
積む必要のある研修医・専攻医

特定の高度な技能の修得
のため集中的に長時間
修練する必要のある医師

医療機関に
必要な指定

医師に適用される水準

36協定で定めること
ができる時間*

実際に働くことが
できる時間*（通算）

－ 960以下 960以下

連携B 960以下 1,860以下

B 1,860以下 1,860以下

Ｃ-１

Ｃ-２ 1,860以下 1,860以下

地域医療確保のために
派遣され､通算で長時間
労働が必要となる医師

Ａ水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるのではなく、
指定される事由となった業務やプログラム等に従事する医師にのみ適用される。所属する医師に異なる
水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要がある。

*年の時間外・ 休日労働時間数（簡明さを優先し、詳細は省略）

1,860以下 1,860以下

臨床研修医には
より強い健康確保措置

△△科 ××科 ○○科

臨床研修

専門研修

夜間･休日･時間外
対応が頻繁に
発生する業務

※

※特定の高度な技能の修得のための業務 この医療機関の例の場合、
連携Ｂ､Ｂ､Ｃ-１ ､Ｃ-２の４つの指定が必要となる。

（それぞれの指定要件は大部分が共通）
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評価機能の業務のスケジュール（案）

書面評価 訪問評価 訪問評価① 訪問評価① 訪問評価① 訪問評価②

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

養成講習の実施

2943

〇2022年度は、全てのＢ・連携Ｂ・Ｃ水準候補医療機関の評価の受審が必要であるため、原則、書面で評価を行うこ
ととするが、書面評価による評価結果が低かった医療機関については、訪問評価を2023年度に実施。
〇2024年度以降は３年間を１クールとし、その間に各医療機関は１回、訪問評価を受審する。年度途中でＢ・連携Ｂ・
Ｃ水準に移行しようとする医療機関の評価は随時対応していく。
〇また、評価者養成のための講習については、2021年度に集中的に実施し、その後は業務の進捗状況・組織の体制
に応じて実施していく。

※全てのＢ・連携Ｂ・※書面評価に
よる評価 Ｃ水準候補医療機関評価
結果が低かった医療機関については、
訪問評価を実施

※全てのＢ・連携Ｂ・Ｃ水準対象医
療機関が１クール１回評価受審（各
年度500程度の医療機関を想定）
※途中でＢ・連携Ｂ・Ｃ水準に移行
する医療機関については、随時対応

※2021年度に集中的に実施。その後、評価業務の進捗状況・組織体制に応じて実施



地域医療支援センター

都道府県

医療機関

評価機能
（都道府県から中立）

医師の長時間労働の
実態及び労働時間短
縮の取り組みの評価

評価結果の通知

※医療法第30条の21第４項、第30条の25第５項に基づく連携

必要とされる医療の確保
に関する調査及び分析

中立

情報提供

連
携※

衛生部
局等

分析結果
の情報提
供等

医療機関の勤
務環境に関す
る情報提供等

医療勤務環境改善支援センター

勤務環境改
善支援が必
要な医療機
関の情報提

供

評価機能、医療勤務環境改善支援センター、地域医療支援センターの連携

医師の派遣
計画の通知

医師の確
保等に関
する支援

医師の確
保等に関
する相談

医療機関
の勤務環
境等の情
報共有

労務管理や業務効
率化等の勤務環境
改善に関する相談

勤務環境改善の助言
（医師労働時間短縮計画に基
づく毎年のＰＤＣＡサイクル
による見直しの相談支援等）

：医療法に既に定められた連携 ：新たな連携案 ：その他の連携

医師の確保が必
要な医療機関に
関する情報提供

Ｂ・連携Ｂ・
Ｃ水準指定

44



時間外労働規制の施行について（中長期の見通し）
年度

事項

地
域
医
療
計
画
・

地
域
医
療
構
想

医
師
養
成

時
間
外
労
働
上
限
規
制

中
間
見
直
し

医
師
確
保
計
画
に
基

づ
く
地
域
枠
・
地
元
枠

の
増
員
開
始

施
行

• 実態調査
• 医師の労働時間短縮のため

の実効的な支援策（マネジ
メント改革、特定行為研修
制度のパッケージ化等）に
より暫定特例水準の対象を
なるべく少なくする努力

• 必要に応じて追加的支援策
の実施・ 規制水準の検証

Ｂ水準・ 連携Ｂ水準：実態調査等を踏まえた段階的な見直しの検
討

（達
成
目
標
年

医師偏在対策においては、地域枠・ 地元枠の増員効
果がある程度蓄積した時点で、都道府県における医師の
需給 均衡を達成するという考え方で、達成目標年を設
定（医 師需給分科会で議論）。

２
０
３
５
年
度
末
を

目
標
に
終
了
年
限

2036.3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

第７次医療計画 第８次医療計画 第９次医療計画

Ｃ水準：研修及び医療の質の評価とともに中長期的に検証

（
こ
の
後
も
引
き
続
き
）

中
間
見
直
し

中
間
見
直
し
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オンコールの取扱いについて

• 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指
示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。※労働時間の適正な把握のために使用 者が
講ずべき措置に関するガイドライン（平成29年１月20日策定）

• オンコール待機中に実際の診療が発生した場合、当該診療に従事する時間は労働時間に該当する。

• オンコール待機時間全体が労働時間に該当するかどうかについては、オンコール待機中に求められ
る義務態様によって判断する必要がある。

• オンコール待機中に求められる義務態様は、医療機関ごと、診療科ごとに様々であり、
・呼び出しの頻度がどの程度か、
・呼び出された場合にどの程度迅速に病院に到着することが義務付けられているか、
・呼び出しに備えてオンコール待機中の活動がどの程度制限されているか、 等を踏まえ、

• オンコール待機時間全体について、労働から離れることが保障されているかどうかによって判断す
るものであり、個別具体的に判断されるものである。

• 裁判例は、個別の実態を踏まえて、労働時間に該当すると認めているもの／認めていないものに分
かれている。

※ 医師のオンコールについては、奈良県立病院産科医師事件で扱われているが、当該事件では、
産科医間の自主的な取組によってオンコールが行われていたと認定されたことから、オンコール

について明示又は黙示の業務命令が認められないとされた。
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医師の労働時間にかかる論点の取扱い（宿日直）
※ 「医師、看護師等の宿日直許可基準について」（令和元年７月１日付け基発0701第８号）、「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する

考え方についての運用に当たっての留意事項について」（令和元年７月１日付け基監発0701第１号）

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示
により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。

日勤帯
（所定
内労働

時間）

当直帯
（15時間程度）

例えば
8:30 17:30 翌8:30

（原則の考え方）指示があった場合には即時に業務に従事することを求めら

れ ている場合は、手待時間として労働時間。

（特例）労働密度がまばらであり、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも

労働者保護に欠けることのない一定の断続的労働⇒労働基準監督署長の許可

を受けた場合に労働時間規制を適用除外。

（※この場合、15時間程度のうち実働した時間のみが規制対象）

許可に当たっては、①一般的許可基準（昭和22年発出）と、②医師、看護師

に係る許可基準（令和元年７月発出）により判断。②において、第９回検討

会でお示しした案を元に、許可対象となる「特殊の措置を必要としない軽度の

又は短時間の業務」を例示した。

様々な実態
• ほとんど実働がない、いわ

ゆる「寝当直」
• 救命救急センター等、ほぼ

一晩中実働である
• その中間

（医師の働き方改革に関する検討会でのご議論を踏まえた例示）
• 「医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示

、確認を行うこと」
• 「医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・ 夜間（例えば非輪番日であるなど）において、少数の軽

症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する
指示、確認を行うこと」

※宿日直中に、通常の勤務時間と同態様の業務に従事することが稀にあったときについては、一般的にみて、常態としてほとんど
労働することがない勤務であり、かつ宿直の場合は夜間に十分な睡眠が取り得るものである限り、宿日直の許可は取り消さない。

※当該通常の勤務時間と同態様の業務に従事する時間について労働基準法第33条又は第36条の第１項による時間外労働の手続きが
とられ、法第37条の割増賃金が支払われるよう取り扱うこと。

※宿日直の許可は、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って得ることも可能（深夜の時間帯のみ、病棟宿日直業務のみも可能
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必要な手続等
研鑽を行うことに
ついての医師の申
出と上司による確
認（その記録）
通常勤務と明確に
切り分ける（突発
的な場合を除き診
療等を指示しない、
服装等外形的に見
分けられる措置）
医療機関ごとに取
扱いを明確化して
書面等に示し、院
内職員に周知する

医師の労働時間にかかる論点の取扱い（研鑽）
※ 「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」（令和元年７月１日付け基発0701第９号）、「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽

に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」（令和元年７月１日付け基監発0701第１号）

研鑽が労働時間に該当するかどうかについては「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」によ
り判断することとなる。現場における医師の研鑽の労働時間管理の取扱いについて、その考え方と、適
切に取り扱うための手続を通達で示している。

日勤帯
（所定
内労働
時間）

時間外に残って
研鑽を行ってい

る時間

例えば
8:30 17:30

医師の研鑽については、医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術

革新がなされており、そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否か

については、当該医師の経験、業務、当該医療機関が当該医師に求める医療提供の

水準等を踏まえて、現場における判断としては、当該医師の上司がどの範囲を

現在の業務上必須と考え指示を行うかによらざるを得ない。

※所定労働時間内において勤務場所で研鑽を行う場合は、当然に労働時間となる。

労働に該当する範囲を医師本人、上司、使用者が明確に認識し得るよう、基本となる

考え方を示すとともに、労働に該当するかどうかの判断を明確化するための手続等を

示す。

様々な実態
• 診療ガイドライン等の勉強
• 勉強会の準備、論文執筆
• 上司等の診療や手術の見

学・ 手伝い

研鑽の類型 考え方・手続

診療ガイドライ
ンや新しい治療
法等の勉強

• 業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・ 黙示
による指示なく行う時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考え
られる。

• ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、労働時間に該当する。

学会・院内勉強
会等への参加や
準備、専門医の
取得・更新にか
かる講習会受講
等

• 左記の研鑽が奨励されている等の事情があっても、業務上必須ではない行為を自由な意思に基づき、所定労
働時間外に自ら申し出て、上司の明示・ 黙示による指示なく行う時間については、在院して行う場合であ
っても、一一般的に労働時間に該当しないと考えられる。

• ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課されているため、その実施を余儀なくされ
ている場合や、研鑽が業務上必須である場合、業務上必須でなくとも上司が明示・ 黙示の指示をしている
場合は、労働時間に該当する。

当直シフト外で
時間外に待機し、
手術・措置等の
見学を行うこと

• 業務上必須でない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・ 黙示に
よる指示なく行う場合、当該見学やそのための待機時間については、在院して行う場合であっても、一般的に
労働時間に該当しないと考えられる。

• ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った時間は、労働時間に該当すると考えられ、

また、見学中に診療を行うことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全てが労働時間に該当

する。
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◯ 病院常勤勤務医において、約6割は主たる勤務先以外での勤務を行っている。

◯ 大学病院常勤勤務医においては、9割以上が複数の医療機関で勤務している。

副業・兼業︓兼業医療機関数（全体・大学病院・大学病院以外）と勤務時間

29.4%

20.4%

26.5%

31.0%

16.4%

9.4%
3.0%

22.3%

1.5%

17.7%

9.2%.6．
7%

大学病院以外

大学病院

病院全体

兼業先なし 1カ所 2カ所 3カ所 4カ所以上

◆ 病院常勤医師の兼業医療機関数（令和元年８月）

58.8%

41.2%

56.7%

8.6% 91.4%

43.3%

※１ 宿日直許可を取得していることがわかっている医療機関に勤務する医師の宿日直中の待機時間を勤務時間から除外した上で、診療科別の性、年齢調整、診療科ごとの
勤務医療機関調整を行っている。

※２ 兼業医療機関数については、令和元年8月１ヶ月間における主たる勤務先以外の勤務医療機関数の設問に対する回答を集計している。

49:12 52:16

10:31
2:52

大学病院 大学病院以外

◆ 時間外労働時間が960時間換算
以上の医師の平均労働時間（令和元年9/2～9/8）

主たる勤務先 兼業先

◆ 1週間の平均労働時間（令和元年9/2～9/8）

60:24 68:27

12:54 4:08

大学病院 大学病院以外

主たる勤務先 兼業先

3752



タスクシフトによる効果と
今後の医療働き方改革の方向



特定行為研修修了者配置による医師及び看護師の業務への影響

（研究方法）
デザイン：カルテによる後ろ向き調査及び修了者へのヒアリング
調査項目：病棟管理（平均在院日数、指示出し時間、指示回数、病棟看護師残業時間）、

手術件数、外科入院総収入
調査期間：特定行為研修修了者配置前 2016年４～７月

特定行為研修修了者配置後 2018年４～７月
調査施設：148床の二次救急拠点病院
修了者の配置：消化器外科に3名特定行為研修修了者（21区分全て修了）を配置

※シフト制により病棟管理・救急外来・処置、手術室対応を行う

（研究結果）

特定行為研修修了者の配置前に比べ、配置後に医師による1週間あたりの指示回数が
有意に減少。また、医師による夜間帯（19時以降）の指示回数が有意に減少。

病棟看護師の月平均残業時間も有意に減少。

配置前 配置後 P値

医師による
平均指示回数 692回/週 200回/週 < 0.05

19時以降の医師の
平均指示回数 77回/月 21回/月 < 0.05

病棟看護師の
月平均残業時間

401.75
時間/月

233.25
時間/月 < 0.05

【出典】令和元年度厚生労働科学研究費補助金 看護師の特定行為の修了者の活用に際しての方策に関する研究 研究代表者 真田弘美 中間報告

（考察：有意に減少した理由）

研修修了者が医師による事前の包括的
指示に基づき対応することが可能となり、
医師の指示をその都度依頼する必要が
なくなったため、医師による指示回数が
減少したと考えられる。

特に抗生剤投与等をタイムリーに実施で
きている。（修了者へのヒアリングより）

11
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特定行為研修修了者配置による医師の労働時間への影響
（研究方法）
デザイン：後ろ向き調査及び研修修了者へのヒアリング

調査項目：出退勤時刻に基づいた医師の年間勤務時間

調査期間：特定行為研修修了者配置前 2016年度

特定行為研修修了者配置後 2017年・2018年度
調査施設：特定機能病院（500床以上）

修了者の配置：心臓血管外科に２名の

特定行為研修修了者（21区分修了）を配置

（研究結果）

特定行為研修修了者の配置前と比べ、

配置後に医師の年間平均勤務時間が有意に短縮。
配置前 配置後 P値

医師一人あたりの
年間平均勤務時間

2390.7時間
（SD:321.2）

1944.9時間
(SD:623.2) 0.008

研修修了者の活動内容

◆病棟管理を主とし、それまで医師が実施していた外来との調整
や入院のベッドコントロールを実施

◆医師不在時は、病棟看護師からの相談・報告を受けて、医師の
包括指示の範囲内で対処

◆修了者２名で、１か月間で28の特定行為を計281件実施
＜実施内容＞

術前の患者管理（検査・他科依頼・麻酔科外来）、心臓血管外科外
来、病棟回診・処置の介助、看護師との合同カンファレンス、ICUで
の術後管理（人工呼吸器管理など）、CV抜去やPICC挿入、輸液量
の調整など

＜ヒアリング前1か月間で実施した特定行為＞

特定行為 実施件数

経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 ５

侵襲的陽圧換気の設定の変更 ２０

非侵襲的陽圧換気の設定の変更 ３

人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 １０

人工呼吸器からの離脱 ５

気管カニューレの交換 ５

一時的ペースメーカの操作及び管理 １１

一時的ペースメーカリードの抜去 ９

経皮的心肺補助装置の操作及び管理 ５

大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整 １

心囊ドレーンの抜去 １１

低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 １１

胸腔ドレーンの抜去 １２

中心静脈カテーテルの抜去 １１

末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 ８

褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 ２

創傷に対する陰圧閉鎖療法 １８

創部ドレーンの抜去 ７

直接動脈穿刺法による採血 ２３

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 ７

脱水症状に対する輸液による補正 ２０

感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 ４

インスリンの投与量の調整 ５

持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 ２０

持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 １３

持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 ２２

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 １０

持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 ３

【出典】令和元年度厚生労働科学研究費補助金 看護師の特定行為の修了者の活用に際しての方策に関する研究 研究代表者 真田弘美 中間報告
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